
 フロー図（矢印をたどり、該当する所を確認してください） 

重要（※申請者となる者） 
児童の父もしくは母が申請者となる場合は、居住状況（児童と同居 or別居）にかかわらず、主たる生計維持者（一般的には所得が高い

者）が申請者となります。ただし、児童の父母が離婚している場合や離婚協議（調停・裁判）中の場合は、生計を維持する程度にかかわ

らず、児童と同居している者が申請者となります。また、未成年後見人や父母指定者（父母等が海外在住の場合に、国内でその児童を

養育する者として指定された者）についても申請者となるほか、前述のいずれの者（児童の父母・未成年後見人・父母指定者）にも養育

されていない児童については、当該児童を実際に養育している者（例：児童の祖父母や叔父叔母、兄姉 等）が申請者となります。 

申請者となる者(※)が公務員 

申請者となる者(※)の 
住民票が大分市にある 

大分市で申請手続きを 
行ってください 
〔要新規申請〕 

㋐ 
申請者の住民票がある自治体で
申請手続きを行ってください 
〔要新規申請〕 

㋑ 

各勤務先へお問い合わせ 
ください 
〔要新規申請〕 

㋒ 

大分市からお知らせを 
送付します 
〔状況により手続き必要〕 

㋕ 

各勤務先へお問い合わせ 
ください 
〔状況により手続き必要〕 

㋓ 
現在支給を受けている者は 
公務員(勤務先から支給され
ている) 

現在、養育する児童について、児童手当
の支給を受けている 

高校生年代以下の児童を養育している 
START 

手当支給自治体へお問い合 
わせください 
〔状況により手続き必要〕 

㋔ 

現在、大分市以外の自治
体から支給を受けている 

いいえ 

はい 
児童手当に関する手続きは
ありません 

いいえ 

はい 

いいえ はい 

はい 

いいえ はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

 (大分市から支給 
を受けている) 


